
震災時等における危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 届出・申請先 

  ・下北消防本部予防課 

 

※２ 電話等による申請後、必要となる書類等 

  ・危険物仮貯蔵仮取扱申請書（正副各１部） 

  ・危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料減免申請書（１部） 

事 

業 

所 

等 

⑤電話などで申請 ※１ 

⑥内容を確認して速やかに承認し現場調査をする。 

消 

防 

本 

部 

④震災等発生 

⑦来庁が可能となったら改めて仮貯蔵仮取扱いの

承認申請と危険物仮貯蔵仮取扱い手数料減免申

請をする。※１、２ 

⑧仮貯蔵仮取扱い承認書の交付と危険物仮貯蔵仮取扱

い手数料減免承認・不承認決定通知書を通知する。 

③受 付 

①消防本部に事前協議 

②実施計画の作成、届出 ※１ 


